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図面名称

防水板　収納フック・仕様表

牟・中村　外構等整備工事

（防水板）



I. 工事概要
項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

1.  工事名称

2.  工事場所

3.  敷地面積

4.  工事種目 ※工事内容：

5.  工事区分 ※図示による。

6.  工　　期 工事完成年月日は　令和　 年    月    日とする.

II. 建築工事仕様書

1章　一般共通事項

項　　　目 特　記　事　項

　よる.◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は, すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修の下記に1.　適用基準等

31　①公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 年版(以下「改標仕」という. )

31　②公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成 年版)(以下「標仕」という.)

◎設計図書の優先順位は，次の順とする. 

　(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)　

　(2) 補足説明書

　(3) 特記仕様書

　(4) 図面

　(5) 公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)等

◎施工条件は次による. 

　・工程については，施設管理者と協議の上決定すること．
　・施設の使用に影響のある，騒音，振動，粉塵等を伴う作業は施設管理者と、協議の上行うこと。

　・その他の詳細な施工条件については，実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上
決定し、適宜相互に日程の調整及び確認を行う。

  ・本工事の着手前に, 給排水,  地下埋設物の調査を行う.。

    コンクリート部分の取壊し工事は　８　時から　１７　時までとする。

工事のため占用する道路部分の許可等の関係官公署への届出手続等は本工事に含まれる。

◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示

　 平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機階を使用するものとする。

  現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械

  であることが分かる写真を監督員に提出するものとする. 

  但し、同規定に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない. 

　なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. 

  ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.

◎本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号

  最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 

　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出

　ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, 

　あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着

　することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと

　する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現

　場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するもの

　とする.

工事名 図面番号
A-1 松根-級建築士事務所

TEL 088-662-2844徳島市津田本町4丁目3番8-2号
図面名称 縮尺特記仕様書　１

登録番号　81874号1級建築士松根美幸

海部郡牟岐町大字中村字本村75番地1

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

10034.45㎡

③建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）

防水板設置工事

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する3.　安全衛生管理
  こと. 

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.
名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. 

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気

  汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第1号), 建設副産物適正処理

  推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること. 

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材

　から工事着手すること.
　設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けて

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，

　位置(平面・深さ)，規格，構造等を確認しなければならない．

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施

ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支  さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 

受注者の負担でその都度補修又は補償すること. 　障がないよう

◎上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること．

◎受注者は、本工事の一部を下請に付する場合には、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して

選定するよう努めなければならない。

2.　工事関係図書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 

  監督員に提出すること. 

◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. 

◎ については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に○○日間配置すること. 交通誘導警備員

  ・受注者は, を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)「交通誘導警備員勤務実績報告書」

    とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. 

　　事の一部について下請負契約を締結する場合は，当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る

　　二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。

  ・受注者は，発注者が行う の実施に協力しなければならない．また，対象工交通誘導警備員勤務実績調査

  ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求が

　　あるときは，これを提示すること. 

    の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 

  ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件交通誘導警備員

　・警備員は, 延○人(昼○人, 夜○人：うち検定合格警備員○人)を見込んでいる. 

  ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に

    一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ).

◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年

　以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種

　の施工計画書に添付し提出すること. 

◎受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

  む. ) 又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当

  該作業を指揮する者を定め, 監督員に報告しなければならない. 

◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指

  揮する者を定め, 指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を

  整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない.

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレー

　ンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなけ

　ればならない．

◎受注者は，移動式クレーンを使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納忘れを防止

　（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなければならない．なお，

　の車両を使用するよう努めるものとする．

　令和2年度末までは，経過措置期間とするが，この期間においても接触事故防止機能付き

◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.

◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 

  交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安

  全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 

  特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と

  必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.

◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する

  とともに工事現場における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. 

  また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 4.　工事現場管理

◎受注者は, 本工事において使用する工事看板・バリケード等については, 県産木材を用いた木製品を優先

  して使用するよう努めなければならない. 県産木材を使用した場合, 受注者は, 工事完了後「木材使用実

  績報告書」(電子データ)を監督員へ提出しなければならない. 

◎発生材の処理等は，次により適正に行う. 

　(1) 工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び

      引き渡しを要する. 

　(2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に

　　　関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に

　　　従い処理すること. 受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，または自ら運搬する場合等

　　　においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないもの

　　　については, 監督員(契約書に規定する監督員をいい, 標仕の規定による場合は監督職員と読み替える,

（有）西野建材

金属（処分）

　(3) 撤去物の種類,  発生材の処分場を記載する.

運搬距離 処分費所在地処分許可業者の会社名 単位
㎞ （円）税抜き処分地

ｺﾝｸﾘ-ﾄ（無筋）
ｔﾓﾙﾀﾙ

ｔ

（中間処分）
10.0 1800

ｱｽﾌｧﾙﾄ

海部郡海陽町大里字松原32-163
海部郡海陽町大里字松原32-163

（有）西野建材

（中間処分）

海部郡海陽町大里字松原32-163

海部郡海陽町大里字松原32-163
10.0 1800

汚泥
（財）徳島県環境整備公社

（橘）

阿南市橘町小勝187番の地先
35.3 12700 ｔ

阿南市橘町小勝187番の地先

　　　諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　　場合，処分単価の見積書の提出を求め，減額変更を行うことがある．

　　　上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない．また，この

　　　また, コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 

　　　定されているとき，処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること．ただし，

　　　なお，上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下，「優良産廃処分業者」という．）に認

4.　工事現場管理 排水の処理　　舗装版切断に伴い発生する排水は、汚泥に該当するため、 関係法令に基づき適正に

処理すること。

◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設

　業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建

　設省令第19号）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサ

　ート（二次製品を含む．），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合に

　は，（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という．）

　により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

  (4) 受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土搬出調書, 産業廃棄

　　　物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に

　　　建設発生土搬出調書(様式3)を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ち

　　　に産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

　の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される

　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用

　イクル法）施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリ

　工事，又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，

　建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生

　資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣ

　ＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければな

　らない．

　受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設

　名，施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，バージン材を使用する生コンクリート

　及び購入土を除くものとする．

5.　施工調査

◎受注者は, 工事完了後, 請負金額が500万円以上の工事において, 「木材使用実績報告書」(電子データ）,

「建設資材使用実績報告書」（電子データ）を監督員に提出しなければならない．

◎県産木材の使用

　(1) 受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する

      場合, 原則として県産木材を使用しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合にはこの限り

      でない. 

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した

      木材」とは次のことである. 

　    ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　    ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

  (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木

　　　材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら

　　　ない. 

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し

　　　により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入

　　　した書類を監督員へ提出しなければならない. 

◎本工事に使用する建築材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，JIS又はJAS6.　材料・製品等

　マーク表示のない材料及びその製造業者等は，次の(1)から(3)の事項を満たすものとする．

　(1)　品質及び性能に関する試験データが整備されていること．

　(2)　法令等で定める許可，認定又は免許を取得していること．

　(3)　製造又は施工の実績があり，その信頼性があること．

　なお, 「評価名簿による」と記載されているものは, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料等評

　価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 

◎受注者は，本工事で使用する建築材料・製品等（以下「建材等」という）の発注の際には，発注前に，

　「生コンクリート使用承諾願」，「材料使用承諾願」，「木材使用承諾願」を監督員へ提出しなければな

　らない．

◎本工事の着手時に, 給排水等の調査を行う. 調査期間は、1週間とする。 

　ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. 

　管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ

　等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保

　監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者

　製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材

◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維

　合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 

　れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場

　板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ

◎改標仕に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製品の仕様及び指定

  工法による.

◎県内産資材の使用

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ

      ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 

　　　県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

　(2) 受注者は，請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内

  　　産資材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ

　　　ならない. 

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村　外構等整備工事（防水板）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名

松根 -級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号

項　　　目項　　　目 特　記　事　項 特　記　事　項

1章　一般共通事項

特記仕様書　２

項　　　目 特　記　事　項

A-2Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

　② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内

　　　産資材として取り扱う. 

　注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う.

　注3 公共建築工事標準仕様書そのた関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年

　法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可におい

　て同じ.))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない.

◎受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用

　するよう努めなければならない. なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等

　を使用しない理由を記載した理由書を監督員に提出しなければならない.

◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時,

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進

　行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に

　おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. 

　又は経営改革課へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 

　(3) 受注者は，工事完了後，請負金額が500万円以上の工事において, 「建設資材使用実績報告書」を監督

  　　員に提出しなければならない。

6.　材料・製品等

7.　施工

8.  工事検査及び技術検査 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,

　承諾を受けて次の工程に進むこと. 

◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,

　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる.

　に監督員と協議すること.

◎中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか

一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう．

　　(注)　低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

2回

1回

低入札工事 

－

－

一般入札工事

3千万円以上5千万円未満

3千万円未満

当初請負対象額

　ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる.

◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する

◎竣工図は関係図面（ﾃﾞ-ﾀ貸与）を修正して作成すること．

　竣工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオリジナル形式を

　CD-Rに保存する．

　写真で的確に確認できること. 

◎工事写真はしゅん工, 着工前, 資材, 施工状況の順に整理する.

着　工　前

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

区　　　分 サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ竣　　　工

工　事　中

◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. 

◎受注者は, 建築工事を施工する場合, 原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に

　基づいて調査, 設計, 工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という. )

　すること. 

◎電子納品：対象9. 完成図等

◎提出書類

　・竣工図（製本3部，電子データ2部）( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 )　

　・工事写真（写真帳　１部（　着手前　・　竣工　），電子データ　２部）

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.

　・使用材料一覧表(4部（うち3部は竣工図表紙裏面に貼付）,電子データ2部）

　・保全に関する資料

  しゅん工については, 工事目的物の状態が,  資材, 施工状況等については，不可視不文の出来形が

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる。

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について

　（県土整備部）｣に記載された全ての内容を適用することとする。

 板情報電子化

10.　デジタル工事写真の小黒

2章　改修仮設工事

◎着工に先立ち, 敷地境界, 既存構造物及び地下埋設物の確認, 近隣建築物及び工作物の現状確認, 排水経

　路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況確認を行うこと. 

２.　ﾍﾞﾝﾁﾏ-ｸ ◎監督員の指示による。

仮設ﾄｲﾚの洋式化8. ◎受注者は、当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上7千万円未満の工事において仮設ﾄｲﾚを設置

7. 安全対策 ◎夜間の安全対策には充分考慮すること。

 工事車両用駐車場 資材置場6. ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること.

◎既存電力、用水利用( 出来る ・ 出来ない )　ただし, 施設管理者と協議すること. 　工事用用水, 電力等5.

4.　監督員事務所 ◎監督員事務所は( 設ける(面積　　m２程度) ・ 設けない )

する場合，原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる

場合は，原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない．

◎受注者は，仮設トイレを設置した場合，「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない．

　○洋式トイレとは，和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと．

　○快適トイレとは，洋式トイレのうち，防臭対策・施錠の強化などが実施された，

　　女性が利用しやすい仮設トイレのこと．

1.　一般事項

◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない ). 

◎外部に面するシーリング材は, 施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う. 

◎種類及び施工箇所

◎シーリング材は, JIS A 5758の規格品とする. 

◎プライマーは, 被着体及びシーリングの種類により使い分けること. 

◎監督員に, シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること. 

3章  防水改修工事

1. シーリング

改修工法 寸　法 接着試験

新設変成シリコーンMS-2

記　号 材  質 施工箇所

防水板の枠等とｺﾝｸﾘ-ﾄ面 簡易接着性試験

4章  金属工事

◎

浸水防止用設備の性能基準（評価ランク）　　MWL（2.0）-5等級相当

◎止水板の設置工事は製作メ－カ－の責任施工とすると共に、2年間の製品保証を提出すること。

◎

◎

脱着式アルミ防水板（ｳｫﾀ-ｶﾞ-ﾄﾞ　参考品） JP防水板（JP-WP-1D程度）

脱着式ｱﾙﾐ防水板の滞留水速3ｍ/ｓ

防水板工事

5章  その他工事

※　防水板仕様

型　式 脱着式(下枠有り) 外締 露出枠

止水高さ H= 400・800～900

止水性能 0.02＊/ｈ・㎡以下 (単位面積当り)

中空アルミ合金押出型材（A6063S-T5）

中陽極酸化塗装複合皮膜（A2種）

パネル 止水ｺﾞﾑ EPDM・CRｺﾞﾑ

備考 防水板が固定される構造体（建具等）の強度を確認の上施工すること。

ﾊﾝﾄﾞﾙ 亜鉛合金製（ZDC2） 

手掛 SUS RB-10φ

表示ｼｰﾙ 黄色下地黒文字(丸ｺﾞｼｯｸ)

位置表示 プリントシール貼り

側枠 SUS304 PL-2.0t HL ﾊﾟﾈﾙ当たり:PL-2.0×30×30 L=35

下枠

SUS304 PL-2.0t HL ｶｻｱｹﾞ:SUS304 PL-2.0×100×25 H=14

中柱部B.PL：SUS304 PL-5.0t HL

(ｲﾝｻｰﾄSUS304 M12埋込､SUS化粧ﾎﾞﾙﾄ M12)

SUS304 PL-3.0t （ﾎﾟﾙｶﾌﾟﾚｰﾄ電解研磨） ｽﾃﾝﾚｽ把手付

SUS304 PL-2.0t HL ﾊﾟﾈﾙ当たり:PL-2.0×30×30 L=35

中柱押ｴ SUS304 PL-5.0t HL ､ SUS304 M12ﾎﾞﾙﾄ締ﾒ　W付

(SUS六角ボルト M12×35)

  法を選択し, 監督員の承諾を得ること. 

◎あと施工アンカーの引抜き耐力の確認試験を( 行う ・ 行わない ). 

◎ステンレス

種　　　　類 表面仕上げの種別 施　工　箇　所

SUS304 ﾍｱﾗｲﾝ

◎製品の取付に当たっては, 受材の有無並びにアンカーの長さ, 径及び本数等について, 十分耐力のある工

◎溶接及びろう付けによる接合後は, 各表面仕上げの種類の皮膜処理を行うこと. 

枠.柱等

1.  一般事項

2.　表面処理

3.  溶接, ろう付け等

4.ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ ◎ｽﾃﾝﾚｽ　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 材質　SUS304

参考品（ﾀﾞｲ・ｼｬｯﾄ型Tﾊﾞ-ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ玄関ﾏｯﾄ用ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）

中柱

00

蓋(歩行荷重)

ﾒｲﾝﾊﾞ-のﾋﾟｯﾁ14㎜（ｽｷﾏ　6㎜）ﾒｲﾝﾊﾞ-の高さ　H=20

荷重区分　　歩行者用

25×10

5×5

外構等整備工事（防水板）



縮尺図面名称

図面番号工事名

松根-級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村
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ﾓ-ﾋﾞﾙ

ｴﾈｵｽ

工事場所

附近見取り図

附近見取図 配置図 1/400

A-3

旧徳島県立海部病院

旧海部病院　本　館（防水板設置建物）

外構等整備工事（防水板）



撤去後床面は、ﾓﾙﾀﾙ（既設床の色に準ずる）仕上材にて補修すること。

図面名称

図面番号

縮尺

工事名

松根-級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

1/200 1/50

1/20

視覚障害者用床用タイル（300×300）撤去

既設ｸﾚ-ﾁﾝｸﾞ撤去処分　900×1800

UP DN

下部消火水槽

13m3

WP-2

850

WP-1

WP-4B WP-5 WP-6

WP-7A

WP-7B

WP-8A

WP-8B

東階段

WP-9

WP-10

WP-11
WP-12

ｶｯﾀ-切り

ﾓﾙﾀﾙ補修

水抜きVP-20

既設　露出コンセントの位置を上部へ300移動する。

新設　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ　900×1800

WP-4A
200

新設　水抜きVP-20　側溝へ排水

ｶｯﾀ-切り

既設ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ撤去（600×1400）

新設　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ　600×1400

撤去後床面は、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えにて補修すること。

風除室

撤去後床面は、既設材に準じる（外装床タイル）

仕上材にて補修すること。

視覚障害者用床用タイル（300×300）張替え工事

新設　VP-20　水勾配は1/100とする

新設　砂じめ

既設

改修

10
0

下枠

蓋

新設　ﾓﾙﾀﾙ詰め　こて押え

新設　VP-30

100

▽FL

SC　1/20

A-4

既設設備盤（露出配管共）撤去処分

撤去後は、ﾓﾙﾀﾙ補修の上　複層塗材E吹付 73
0

140×240

▼GL

WP-13

防水板　設置平面図

25

200

枠W=112
床面　ﾓﾙﾀﾙこて押え

25

中柱収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

新設　ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ（玄関ﾏｯﾄ用）
WP-3　ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ平面図

SC　1/50

ｽﾃﾝﾚｽ枠　ｱ10×15のみ

既設枠　撤去

100

設置場所

WP-3

既設ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ

枠のみ（10×15）600×1200撤去

新設ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ面

WP-4 撤去　600×1400（H=15） ｺﾝｸﾘ-ﾄ面

撤去　600×1800（H=15） ｺﾝｸﾘ-ﾄ面

WP-13 撤去　900×1800（H=15） ｶﾗ-舗装

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ　（玄関ﾏｯﾄ用）

既設床面仕上げ材

防水板ﾊﾟﾈﾙ・中柱収納ﾌｯｸ

設置場所

WP-1

WP-2

WP-3

WP-4A

WP-4B

WP-5

WP-6

WP-7A

WP-7B

防水板ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ2枚用 防水板ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ3枚用 中柱収納ﾌｯｸ　1本用 中柱収納ﾌｯｸ　2本用

1ケ所2ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

WP-8A

WP-9

WP-10

WP-11

WP-12

WP-13

WP-8B

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

1ケ所

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ
ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

部検室

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

2ケ所

2ケ所

2ケ所

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ　2ケ所

中柱収納ﾌｯｸ

防水板　設置平面図　　SC　1/200

撤去後はﾓﾙﾀﾙ補修

▼

ﾓﾙﾀﾙ充填

ｶｯﾀ-切り

ﾊﾟﾈﾙ収納ﾌｯｸ

30

ｶｯﾀ-切り

床面は、ﾓﾙﾀﾙ（既設床の色に準ずる）仕上材にて補修すること。

床面ｶｯﾀ-切り

317

30

27

ﾓﾙﾀﾙこて押え補修

WP-3

ｶｯﾀ-切り

床面　ﾓﾙﾀﾙ補修

徳島ﾊﾞｽ事務所

600×1400　H=20　ﾋﾟｯﾁ14㎜（ｽｷﾏ6㎜）ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

600×1800　H=20　ﾋﾟｯﾁ14㎜（ｽｷﾏ6㎜）ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

900×1800　H=20　ﾋﾟｯﾁ14㎜（ｽｷﾏ6㎜）ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

1200×600　H=20　ﾋﾟｯﾁ14㎜（スキマ6㎜）

600×1800

ｶｯﾀ-切り

既設ｸﾚ-ﾁﾝｸﾞ撤去処分

新設　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ　600×1800

新設　ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ　600×1800

WP-8A

WP-8B

ｶｯﾀ-切り

床面　ﾓﾙﾀﾙ金ごて

新設　水抜きVP-20　側溝へ排水

新設　VP-30

600×1200　H=20　ﾋﾟｯﾁ14㎜（ｽｷﾏ6㎜）ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　ﾋﾟｯﾁ14㎜　(ｽｷﾏ　6㎜）高さH=20㎜

（WP-3・WP-4A・WP-4B・WP-9・WP-10　共通）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号工事名

松根-級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号
縮尺

符号

※　防水板仕様

止水高 ｋｇ/枚
分割

左右 上下

WP-1 脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D) 800 3 2

WP-2 19 1 2

WP-3 26 1 2

WP-4 1 2

WP-5 1 2

WP-6 1 2

WP-7 1 1

WP-8 1 2

WP-9 1 2

WP-10 1 2

WP-11 1 3

18

19

22

22

厚さ(mm)

42

62

62

82

42

42

62

62

62

62

62

中柱本数

2本

なし

なし

なし

なし

なし

中柱重量
開口寸法

4,991

(kg)

WP-12 2 21732 1本

1本221832WP-13

タイプ

B

A

820 1,723

800 2,480

870
1,630

1,750

900 2,100

900 2,100

400
2,360

900
2,100

900 1,900

900 1,900

900 2,700

860 2,510

800 3,045

A

B 20

B

B

B

B

C

C

C

C

E

F

D

なし

なし

なし

なし

なし

10

14

10

中空アルミ合金押出型材（A6063S-T5）陽極酸化塗装複合皮膜（A2種）

・

EPDM・CRｺﾞﾑ

SUS304 PL-2.0t HL

亜鉛合金製（ZDC2） 

SUS RB-10φ

黄色下地黒文字(丸ｺﾞｼｯｸ)

プリントシール貼り

0.02＊/ｈ・㎡以下 (単位面積当り)

SUS304 PL-2.0t HL ｶｻｱｹﾞ:SUS304 PL-2.0×100×25 H=14

ｽﾃﾝﾚｽ把手付蓋

止水ｺﾞﾑ

ﾊﾝﾄﾞﾙ

手掛

表示ｼｰﾙ

位置表示

下枠

側枠

パネル

止水性能

止水高さ

備考

※　防水板仕様

中柱部B.PL：SUS304 PL-5.0t HL

SUS304 PL-2.0t HL

SUS304 PL-5.0t HL ､ SUS304 M12ﾎﾞﾙﾄ締ﾒ　W付
(SUS六角ボルト M12×35)

中柱押ｴ

(ｲﾝｻｰﾄSUS304 M12埋込､SUS化粧ﾎﾞﾙﾄ M12)

中柱
ﾊﾟﾈﾙ当たり:PL-2.0×30×30 L=35

27

27

28

27

28

パネル

※パネル厚さは暫定となっています

※パネル厚は流水速度3m/sを考慮して算出しています

排水
パイプ

A

B

A

B

2,360

2,100

28

27

無

有

有

有

有

有

有

有

有

有

無

無

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

脱着式防水板(ウォーターガード)(JP-WP 1D)

無

H=400・800～900

型　式 脱着式(下枠有り) 外締 露出枠

ﾊﾟﾈﾙ当たり:PL-2.0×30×30 L=35

(歩行荷重)

00

SUS304 PL-3.0t （ﾎﾟﾙｶﾌﾟﾚｰﾄ電解研磨）

防水板　収納フック・仕様表 1/15

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

仕様表

A-5

防水板が固定される構造体（建具等）の強度を確認の上施工すること。

（参考）

仕様（参考）

側面姿(収納時)図 側面姿(収納時)図

パネル収納フック２連パネル収納フック３連

側面姿(収納時)図

パネル収納フック１連

防水板ﾊﾟﾈﾙ

SUSｵｰﾙｱﾝｶｰ 

防水板ﾊﾟﾈﾙ 防水板ﾊﾟﾈﾙ

下部押えアングル

※オプション
SUS304 PL-5.0t

ロックアーム
(片側のみ)

ロックアーム
(片側のみ) ロックアーム

(片側のみ)

南京錠

南京錠用穴

[1DFH1003] [1DFH1002] [1DFH1001]

南京錠用穴南京錠用穴
南京錠 南京錠

SUSｵｰﾙｱﾝｶｰ 

SUSｵｰﾙｱﾝｶｰ 

下部押えアングル

※オプション
SUS304 PL-5.0t

下部押えアングル

※オプション
SUS304 PL-5.0t

12012050

40

110

400

12050

40

110

280

2
5

1
00

2
5

50

40

40

110

1
50

160

25
7
5

50

15
0

400
200

350

15
0

11
0

2
5

1
00

2
5

1
50

2
5

1
00

2
5

1
50

40
11

0

40
11

0

25
7
5

50

15
0

25
7
5

50

15
0

280
200

230

15
0

180
150

130

15
0

収納フック
（参考品）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名

松根-級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

A

A

B

B

ﾊﾟﾈﾙ 

水圧方向
外部側

側枠

52.5

2.5(クリア) ﾊﾟﾈﾙ W (クリア)2.5 80 2.5(クリア) ﾊﾟﾈﾙ W (クリア)2.5

52.5枠外寸法

枠内寸法

開口寸法

75 267526

80(クリア)2.5ﾊﾟﾈﾙ W 2.5(クリア)

2626

W

内部側

*
**
*

側枠

(ｲ) (ｲ)

(ﾛ) (ﾛ)

中柱

*
**
*

(ｲ)

(ﾛ)
防水板設置中

防水板設置中防水板設置中

防水板設置中

防水板設置中

防水板設置中

350 350350 350853

220 220556.5

12
0

1
35

8
0

26
5

70

476.5

12
0

1
35

80
26
5

70

1

476.5

12
0

1
35

80
26
5

70
1

220 220

12
0

1
35

80
26
5

70

556.5

1

52.5

2.5(クリア) ﾊﾟﾈﾙ W (クリア)2.5 80 2.5(クリア) ﾊﾟﾈﾙ W (クリア)2.5

52.5

ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
48
0

側
枠
高

さ

5
0

止
水

高

75 枠内寸法 75

中
柱
高

さ

600

26

開口寸法

枠外寸法

26

853

476.5600476.5

350

220
12

0
1
35

80
26
5

70

1

220

12
0

1
35

80
26
5

70

1

350

2.5(クリア)80(クリア)2.5ﾊﾟﾈﾙ W

476.5600476.5

556.5556.5 556.5556.5

853

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

16
0

下枠蓋

C

C

水圧方向
外部側

25
2(クリア)

蓋 W 蓋 W 蓋 W 25

枠外寸法 (クリア)2

蓋 W蓋 W

枠内寸法

開口寸法

7526 75 26

26 26

内部側

防水板(平常時)平面図　S=1/15

防水板(装着時)平面図　S=1/15

防水板 正面姿図　S=1/15

A－A　断面詳細図　S=1/15

内
部
側

外
部
側

下枠

側枠

ﾊﾟﾈﾙ 3
5

1
5

止
水
高

側
枠

高
さ

5
0

ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
43
5

W

▽設定浸水高さ

▽設置ﾚﾍﾞﾙ

水圧方向

中柱

B－B　断面詳細図　S=1/15

水圧方向

外
部
側

内
部
側

下枠

▽設置ﾚﾍﾞﾙ

44
31

5
止
水
高

中
柱

高
さ

10

80

下枠
蓋

側枠

水圧方向

外
部
側

▽設置ﾚﾍﾞﾙ

内
部
側

ﾓﾙﾀﾙ充填(建築工事)

側
枠

高
さ

W

C－C　断面詳細図　S=1/15

▽設定浸水高さ

▽設定浸水高さ

▽設定浸水高さ

▽設置ﾚﾍﾞﾙ

Aﾀｲﾌﾟ　平面図　詳細図 正面姿図 1/15

A-6

W

85

25

25

W

195

120

295

タイプA
（参考図）

WP-1は200

WP-1は112

WP-1は200

WP-1は112

ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め （建築工事）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名

松根 -級建築士事務所

徳島市津田本町4丁目3番8-2号 TEL 088-662-2844

松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号

Ｒ２病経　旧徳島県立海部病院　牟・中村

(ｲ)

(ﾛ)

防水板 正面姿図　S=1/15

▽設定浸水高さ

▽設置ﾚﾍﾞﾙ

側枠

防水板設置中

防水板設置中

350 350863
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1
35

8
0

27
5

7
0

220 220561.5

1

12
0

1
35

8
0

27
5

7
0

481.5 481.5

561.5

止
水
高

75 75

ﾊﾟﾈﾙ W

枠内寸法

52.5 52.5
2.5(クリア) (クリア)2.5

枠外寸法

25

開口寸法

600

ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
ﾊ
ﾟ
ﾈ
ﾙ
 
H

1
48
0

側
枠

高
さ

5
0

25

17
0

17
0

B

B

内部側

防水板(平常時)平面図　S=1/15

水圧方向
外部側

蓋 下枠

25

蓋 W (クリア)2

25

2(クリア)

枠外寸法

蓋 W

75

開口寸法

25枠内寸法7525

25 25

W

A－A　断面詳細図　S=1/15

内
部
側

外
部
側

▽設置ﾚﾍﾞﾙ
下枠

側枠

ﾊﾟﾈﾙ

▽設定浸水高さ

下枠
蓋

側枠

水圧方向

外
部
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タイプB

ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め

（建築工事）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名

松根-級建築士事務所
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タイプC

ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め

（建築工事）

（変成ｼﾘｺ-ﾝ）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名
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タイプD

ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め

（建築工事）

（変成ｼﾘｺ-ﾝ）

外構等整備工事（防水板）
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（参考図）

タイプE

ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め

（建築工事）

外構等整備工事（防水板）



図面名称

図面番号

縮尺

工事名
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松根美幸 1級建築士 登録番号　81874号
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（参考図）

タイプF

（建築工事）ｼ-ﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺ-ﾝ系）詰め

外構等整備工事（防水板）


